
（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする事務） 

（住宅局建築指導課） 

１．制度の概要 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第１９条に規定する業務に関し同法第１７条及び第１

８条の規定の定めるところにより指定する者に行わせる制度。 

 

２．指定、登録等の基準 

 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律第１７条（平成７年法律第１２３号）（抄） 

（耐震改修支援センター）  

第１７条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般

社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、 第１９条に規定する業務（以

下「支援業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐

震改修支援センター（以下 「センター」という。）として指定することができる。  

一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援

業務の適確な実施のために適切なものであること。  

二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有

するものであること。  

三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。  

四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実

施に支障を及ぼすおそれがないものであること。  

五 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。  

 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条に規定する耐震改修支援センターの指定の基準

に関する詳細を定める件（平成２１年国土交通省告示第２１７号） 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第十七条に規定する耐震改修支援セン

ターの指定の基準に関する詳細は、次のとおりとする。 

第一 法第十七条に規定するその他営利を目的としない法人は、特定非営利活動促進法（平成十年

法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人とする。 

第二 法第十七条第一号に掲げる計画は、次に掲げる基準に適合するものであることとする。 

  一 法第十九条に規定する業務（以下「支援業務」という。）を他の業務と独立した部署で行い、かつ、

担当する役員を置くものであること。 

  二 支援業務のうち法第十九条第一号に掲げる業務（以下「債務保証業務」という。）を行う職員が、

次に掲げる業種（以下「制限業種」という。）に係る業務を兼業する者ではなく、かつ、常時雇用職

員であること。 

    イ 設計・工事監理業（建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物の建築に関す



る法令又は条例の規定に基づく手続の代理等の業務を含む。ただし、建築物又は建築物の敷

地に関する調査・鑑定業務は除く。） 

    ロ 建設業（しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業その他建築物及び建築物の敷地に係

るものではない業務を除く。） 

    ハ 不動産業（土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含

む。） 

    ニ 建築材料及び設備の製造・供給・流通業 

  三 職員以外の者が、債務保証業務に従事しないものであること。ただし、法第二十条の規定に基

づき債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託する場合にあ

っては、この限りでない。 

  四 代表者及び担当役員と利害が関係する個人、企業、団体等が所有し、若しくは管理する建築物

又は設計、工事監理、施工等を行う建築物に係る債務保証業務を行わないものであること。 

  五 職員が、その者が関係する個人、企業、団体等が所有し、若しくは管理する建築物、又は設計、

工事監理、施工等を行う建築物に係る債務保証業務に従事しないものであること。 

  六 債務保証業務に関する事項を審議し、当該事業の円滑かつ適正な運営が図られることを目的と

する委員会を設けるものであること。 

  七 前号の委員会の委員は、耐震改修事業、耐震診断事業、債務保証、金融実務、法務実務等に

関する学識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから代表者が任命するもの

であること。 

第三 法第十七条第二号に掲げる経理的及び技術的な基礎は、次のとおりとする。 

  一 事業の収支が均衡していること。 

  二 債務保証予定額の合計の五パーセント以上、かつ、五千万円以上の基本財産又は基金を有し

ていること。 

  三 耐震診断及び耐震改修に関する調査・研究部門を有し、かつ、専門的知識を有する職員が所属

していること。 

第四 法第十七条第三号に掲げる基準は、次の表の法人の区分に応じて、それぞれ同表の制限の対

象となる者のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人に所属する者（過去二年間に当

該法人に所属していた者を含む。）の割合が二分の一を超えていないものであることとする。 

法人の区分 制限の対象となる者 

一般社団法人 理事及び社員 

一般財団法人 理事及び評議員 

特定非営利活動法人 理事 

第五 法第十七条第四号に掲げる基準は、制限業種に係る業務を行わないものであることとする。 

第六 法第十七条第五号に掲げる基準は、前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に

行うことができるものであることとする。 

 



３． 指定、登録等を受けた法人 

法人等の名称 指 定 等

の時期 

法人の連絡先 指定、登録の理由等 

財団法人日本建築

防災協会 

平 成 １ ８

年３月 

〒105-000 

港区虎ノ門 2-3-20 虎ノ門

YHK ビル 8F  

03-5512-6451 

上記２に掲げる基準を満たしている

ため。 

 

４．指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答 

特になし。 

 

５．指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠 

料金等 積算根拠 

保証料 保証料の上限額等について規定している債務保

証業務規程を国土交通大臣が認可。 

指定機関が債務保証の実施に際して掛ける保険

料を勘案して定めている。 

 

６．指定、登録等に係る事務・事業についての見直し結果（平成２１年３月現

在） 

 

見直しの結果、特段の問題はないが、引き続き基準に沿った運用に努めるこ

ととする。 

 

７．政策評価 

平成２２年度末までに実施予定 

 

 


